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(57)【要約】
【課題】屋外に設置される建屋の存在を目立たせ、不特
定の人に認識し易く、また、雨水の処理がし易い建屋式
の精米設備を提供すること。
【解決手段】建屋の内部を前側の客室扉のある客室と後
側の機械室に仕切壁で仕切り、鉛直方向の断面がコ型状
又は折れ曲がり状に形成した屋根を建屋の前側から後側
に向かって下がり傾斜状とし、屋根の前端部に屋根より
も上方に位置する前看板Ｋ１を取り付け、屋根の後端部
から設定距離離間した位置に後看板を後看板取付部を介
して取り付けた精米設備であり、前看板Ｋ１が屋根より
上方に突出するため、建屋の外観が目立ち易く、後看板
により建屋の後方からも建屋の存在を目立たせることが
でき、また、屋根上の雨水が後側に流れるので、客室側
に出入りする利用者に雨水がかかるのを防止できる。ま
た、屋根の後端部から排出される雨水が後看板に当接し
て落下排水できるので屋根上の雨水の排水が良好になる
。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柱（２６，２７など）に平板状の床部（３６，３７）と側壁部と屋根（２４）を組み付
けて建屋（１）とし、
　建屋（１）の内部を前側の客室（３）と後側の機械室（４）に仕切る仕切壁（２）を設
け、
　客室（３）の前側には利用者が出入りする利用者用出入り扉（２１）を設け、
　建屋（１）の屋根（２４）を前側から後側に向かって下がり傾斜状とし、
　屋根（２４）の前端部に屋根（２４）よりも上方に上端部が位置する前看板（Ｋ１）を
取り付ける前看板取り付け部（４０）を、屋根（２４）より上方に突出して設け、
　屋根（２４）の後端部から設定距離離間した位置に後看板（Ｋ３）を設け、
　後看板（Ｋ３）を支持する後看板取付部（４２）を建屋（１）の背面に取り付けること
を特徴とする建屋式の精米設備。
【請求項２】
　後看板（Ｋ３）は屋根（２４）の略左右幅全体にわたって延びる構成とし、
　後看板取付部（４２）を取り付けるための左右の後柱部（２７）を設け、
　後看板取付部（４２）は鉛直方向の断面がコ型状又は折れ曲がり状に形成し、少なくと
も後看板（Ｋ３）の左右両側部を支持する構成とすることを特徴とする請求項１記載の建
屋式の精米設備。
【請求項３】
　後看板（Ｋ３）の上端部を屋根（２４）の後端部より高い位置に設け、下端部を屋根（
２４）の後端部より低い位置に設け、後壁（１９）と対向することを特徴とする請求項１
又は２記載の建屋式の精米設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、不特定多数の利用者が利用する建屋式の精米設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、上記建屋式の精米設備が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
　特許４５２５４４５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献記載の建屋式の精米設備は、簡易な構成の建屋により、受入スペースの多
様な使用によって幅広い様態に対応することが出来る構成であるが、堅牢度、外観などに
は改善の余地があった。
【０００５】
　本発明の課題は、屋外に設置される建屋の存在を目立たせ、不特定の人に認識し易く、
また、雨水の処理がし易い建屋式の精米設備を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は次の解決手段を採用した。
　請求項１記載の発明は、柱（２６，２７など）に平板状の床部（３６，３７）と側壁部
と屋根（２４）を組み付けて建屋（１）とし、建屋（１）の内部を前側の客室（３）と後
側の機械室（４）に仕切る仕切壁（２）を設け、客室（３）の前側には利用者が出入りす
る利用者用出入り扉（２１）を設け、建屋（１）の屋根（２４）を前側から後側に向かっ
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て下がり傾斜状とし、屋根（２４）の前端部に屋根（２４）よりも上方に上端部が位置す
る前看板（Ｋ１）を取り付ける前看板取り付け部（４０）を、屋根（２４）より上方に突
出して設け、屋根（２４）の後端部から設定距離離間した位置に後看板（Ｋ３）を設け、
後看板（Ｋ３）を支持する後看板取付部（４２）を建屋（１）の背面に取り付けることを
特徴とする建屋式の精米設備である。
【０００７】
　請求項２記載の発明は、後看板（Ｋ３）は屋根（２４）の略左右幅全体にわたって延び
る構成とし、後看板取付部（４２）を取り付けるための左右の後柱部（２７）を設け、後
看板取付部（４２）は鉛直方向の断面がコ型状又は折れ曲がり状に形成し、少なくとも後
看板（Ｋ３）の左右両側部を支持する構成とすることを特徴とする請求項１記載の建屋式
の精米設備である。
【０００８】
　請求項３記載の発明は、後看板（Ｋ３）の上端部を屋根（２４）の後端部より高い位置
に設け、下端部を屋根（２４）の後端部より低い位置に設け、後壁（１９）と対向するこ
とを特徴とする請求項１又は２記載の建屋式の精米設備である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の請求項１記載の構成より、前看板（Ｋ１）が屋根（２４）より上方に突出する
ため、建屋（１）の外観を目立たせ易く、また、後看板（Ｋ３）により、建屋（１）の後
方からも建屋（１）の存在を目立たせることができる。また、屋根（２４）上の雨水が建
屋（１）の後側に流れるので、客室（３）側に出入りする利用者に雨水がかかるのを防止
できる。また、屋根（２４）の後端部から排出される雨水が後看板（Ｋ３）に当接して落
下排水できるので屋根上の雨水の排水が良好になる。
【００１０】
　また、請求項２記載の発明により、請求項１記載の発明の効果に加えて、屋根（２４）
全体から排水される雨水が後看板（Ｋ３）に当接して落下排水できるため、雨水の排水が
良好になる。
【００１１】
　さらに、請求項３記載の発明により、請求項１又は請求項２記載の発明の効果に加えて
、屋根（２４）から排水される雨水を確実に下方に落下排水することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施例の精米設備の正面から見た客室を示す建屋式の精米設備の正面図
である。
【図２】図１の精米設備の内部を説明するための、屋根を取り払った状態の精米設備の平
面図である。
【図３】図１の精米設備の各設備の作業工程を説明する図である。
【図４】図１の精米設備の建屋の正面図である。
【図５】図１の精米設備の建屋の側面図である。
【図６】図１の精米設備を建屋部分の一部上面図である。
【図７】図１の精米設備の後看板を外した建屋の背面図である。
【図８】図１の精米設備の建屋の上柱に取り付ける横看板の取付構成を示す部分側断面図
である。
【図９】図１の精米設備の横看板用取り付けフレームを上柱と第二上柱に取り付ける取付
部の部分斜視図である。
【図１０】図１の精米設備の建屋の柱構造を示す斜視図である。
【図１１】図１の精米設備の建屋の柱構造に客室扉と機械室扉などを取り付ける工程を示
す斜視図である。
【図１２】図１の精米設備を側面から見た建屋の後部を示す建屋部分側面図である。
【図１３】図１の精米設備を背面から見た建屋を示す建屋部分背面図である。
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【図１４】図１の精米設備を側面から見た建屋の柱部分に後看板を取り付ける工程を示す
建屋部分側面図である。
【図１５】図１の精米設備の屋根の形状を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施の形態の建屋式の精米設備について、以下説明する。
　本実施の形態の精米設備では、図２に示すように、建屋１は、仕切壁２により、利用者
が出入りする客室３と装置各部を配置する機械室４に仕切られている。
【００１４】
　客室３側には、利用者が持参した玄米を機械室４側に配置された投入ホッパ５に投入す
る投入口を開閉する昇降式の開閉扉６と、利用者が精白度を選択する精白度選択スイッチ
７と、料金投入口８と、釣銭返却口９と、精米運転の状況を表示する表示画面１０と、精
米処理された精白米を収容する白米タンク１１を設ける。
【００１５】
　図２又は図３に示すように、機械室４側には、投入ホッパ５内に投入された玄米を繰り
出すロータリバルブ１２と、玄米に混じる石を除去する石抜機１３と、石抜きされた玄米
を精米処理する精米機１４を備える。また、ロータリバルブ１２で繰り出された玄米を石
抜機１３に供給する第一昇降機１５と、石抜機１３で石抜き処理された玄米を精米機１４
に供給する第二昇降機１６を設ける。また、精米機１４で精米処理された精白米を収容す
る白米タンク１１を備えている。
【００１６】
　次に建屋１の外観について説明する。 
　図４又は図５に示すように、建屋１の正面には、利用者が客室３を出入りするための客
室扉２１を備えた建屋正面に設け、建屋１の側壁２２には管理者が機械室２を出入りする
ための機械室扉２３を設けている。建屋１の屋根２４（図７）は客室扉２１より前側に突
出し、屋根２４の前端部は屋根２４よりも上方に延びる軒部２５（図１０）を形成し、軒
部２５の前側は前看板Ｋ１を設ける。
【００１７】
　図５に示すように、建屋１の側壁２２の上側には横看板Ｋ２を設け、屋根２４の後端部
から設定距離離間する位置に後看板Ｋ３を設ける。後看板Ｋ３の下端部は屋根２４よりも
下方に位置して後壁１９（図７）と対向し、後看板Ｋ３の上端は屋根２４よりも上方に位
置する（図１２）。
【００１８】
　屋根２４は図１５に示すように連続する凹凸状を折板状に形成し、その前端部を軒部２
５の背面に接続し、その後端部は建屋１の後壁１９より後方まで延びている。そして、屋
根２４の前端部から後端部に向かって後斜め下がり姿勢に構成している。
【００１９】
　次に建屋１の柱構成について説明する。　
　図４と図５と図１０に示すように、左右一対の前柱２６及び後柱２７を設け、前柱２６
の上端部と後柱２７の上端部を前後方向に延びる左右一対の上柱２８でそれぞれ連結する
。上柱２８は、前柱２６より前方に突出し、その前端部を軒部２５の背面に連結している
。また、前柱２６の下端部と後柱２７の下端部を前後方向に延びる左右一対の下柱２９で
それぞれ連結する。
【００２０】
　左右一対の上柱２８の中間部と下柱２９の中間部を一対の第一中間上下フレーム３０及
び一対の第二中間上下フレーム３１の両端にそれぞれ連結する。左右の上柱２８の後端部
同士を後左右フレーム２０で連結する。左右の上柱２８の中間部を第一中間左右フレーム
３３と第二中間左右フレーム３４と第三中間左右フレーム３５の両端にそれぞれ連結する
。また、一対の第一中間上下フレーム３０の上端と第一中間左右フレーム３３の両端をそ
れぞれ連結し、機械室４内の略前後方向の中間部を正面視で門構えに構成している。
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【００２１】
　第二中間上下フレーム３１の上端と第二中間左右フレーム３４の両端をそれぞれ連結し
、正面視で門構えに構成し、仕切壁２の外周を支持する構成とする。また、第三中間左右
フレーム３５の両端を前柱２６の上端に連結し、正面視で門構えに構成している。
【００２２】
　図１０に示すように、一対の下柱２９の間には機械室床３６と客室床３７が配置される
。また、第一中間上下フレーム３０と第二中間上下フレーム３１の間、及び第二中間上下
フレーム３１と前柱２６の間等には補強フレームｈが取り付けられる。図１０に示す補強
フレームｈ以外にも適宜の箇所に設けられるが、全ての補強フレームｈについての説明は
省略する。
【００２３】
　次に看板Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３の取り付け構造について説明する。
　前看板Ｋ１を取り付ける軒部２５は図１０に示すように平面視でコ型に形成され、軒部
２５の左右後部２５ａを前柱２６の前面に取り付ける構成である。軒部２５の前面部分２
５ｂに前看板取付プレート４０を取りつける。本実施の形態の前看板Ｋ１は電飾看板であ
り、前看板取付プレート４０には電飾用の部材４１を取り付けている。前看板Ｋ１は軒部
２５の左右幅略全体にわたって覆う構成とし、その上部をアーチ状に形成している。前看
板取付プレート４０及び軒部２５の前面部分２５ｂも前看板Ｋ１の形状に沿う形状に形成
している。
【００２４】
　後看板Ｋ３は、左右の後柱２７からそれぞれ後方に突出する後看板取付プレート４２で
支持されている。図６に示すように、後看板取付プレート４２は左右の後柱２７にそれぞ
れ取り付ける基部４２ａと、後方に突出する突出部４２ｂと、突出部４２ｂの後端から左
右方向に延びる後看板取り付け部４２ｃで構成されている。
【００２５】
　図５、図１２及び図１３に示すように、後看板Ｋ３の上端部は屋根２４より高い位置に
あり、後看板Ｋ３の下端部は屋根２４より低い後壁１９と対向する位置にある。そして、
後看板Ｋ３の背面と屋根２４の後端部は後看板取付プレート４２を介して互いに離間して
対向する構成としている。後看板Ｋ３の左右方向は屋根２４と略同じ幅に形成している。
【００２６】
　図１０に示すように、前柱２６と第一中間上下フレーム３０の間に亘って前後方向に延
びる第二上柱５０を上柱２８の下部に取り付ける。また、図９に示すように、横看板Ｋ２
を取り付ける横看板用取付フレーム５１を上柱２８の外側面と第二上柱５０の外側面に亘
って、上柱２８と第二上柱５０を覆うように取り付けている。横看板Ｋ２の上端は上柱２
８の上端面と面位置を略合わせている。
【００２７】
　次に、フック４４、４５の取り付け構成について説明する。
　吊上げ用フック４４（４４ａ、４４ｂ）を上柱２８の上面部に前後方向に複数取り付け
ている（図５参照）。本実施の形態では上柱２８に前後方向に２つ設けており、後吊上げ
用フック４４ａを第一中間左右フレーム３３の隣接位置に設け、前吊上げ用フック４４ｂ
を第二中間左右フレーム３４と第三中間左右フレーム３５の間の位置に設けている。すな
わち、機械室４の前後方向中間位置と、客室３の前後方向中間位置に吊上げ用フック４４
ａ、４４ｂを設けており、建屋１の輸送時にトラックの荷台への積み下ろし時にクレーン
等（図示せず）で吊り上げる際に前後バランスが良好であり、積み下ろし作業がし易い。
【００２８】
　また、本実施の形態の固定用フック４５（４５ａ、４５ｂ）は前後方向に２つ設けてお
り、前固定用フック４５ａは軒部２５の左右後部２５ａの下面部に設け（図５参照）、後
固定用フック４５ｂは上柱２８の後端部の下面部に設け（図５、図７参照）ている。
【００２９】
　そのため、トラックの荷台（図示せず）に建屋１を搭載し、運搬するときに、ロープを
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固定用フック４５に掛けて前後から荷台に固定できるので、安全にトラックで運搬できる
。また、図１４に示すように、固定用フック４５はナット等の締結具４６で着脱可能に構
成することで、建屋１を目的まで運搬した後は固定用フック４５を外すことで、建屋の外
観を良好にすることができる。
【００３０】
　以下、本実施の形態の精米設備の建屋１の特徴について述べる。
　屋根２４に降った雨水は、後傾斜姿勢の屋根２４に沿って、後方に流れる。そして、屋
根２４の後端部から排出された雨水は、後看板Ｋ３又は後看板取付プレート４２に当接し
て、下方に落下排水される。
【００３１】
　そのため、雨水を確実に落下排水することができ、建屋１に隣接する他の建屋や構造物
に雨水がかかり難い。また、屋根２４の後端部は建屋１の後壁１９より後方に位置するた
め、後壁１９に雨水がかかり難くなり、後壁１９の腐食の進行をし難くすることができる
。また、後壁１９に設けている換気扇５４（図７）に雨水がかかり難くすることができる
。また、屋根２４の前端部は前看板Ｋ１を取り付ける軒部２５が屋根２４よりも上方に突
出しているので屋根２４に降った雨水が客室３に出入りする利用者にかかるのを防止でき
る。
【００３２】
　本実施の形態では前看板Ｋ１のみが電飾看板であるが、横看板Ｋ２と後看板Ｋ３を電飾
看板にすることが可能である。
【符号の説明】
【００３３】
　１　建屋
　２　仕切壁
　３　客室
　４　機械室
　１９　後壁
　２１　客室扉
　２２　側壁
　２４　屋根
　２５　軒部
　２６　前柱
　２７　後柱
　２８　上柱
　３６　機械室床
　３７　客室床
　４０　前看板取付けプレート
　４２　後看板取付けプレート
　Ｋ１　前看板
　Ｋ２　横看板
　Ｋ３　後看板
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